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　労働人口の継続的減少による長時間労働や残業などの悪しき慣習を改善し、人々が適切な労働時
間で働き、適度に休暇を消化することで労働者の意識やモチベーションが高まり、業務効率の向上
につながり、ひいては企業の成長・発展につながるとして、日本政府は働き方改革を打ち出してい
る。このような発想は、企業だけにあてはまるものではなく、自治体においても人口の減少や高齢
化の進展から財源確保が難しくなってきており、働き方改革が求められると考えられる。特に、平
成の大合併で町村から市に昇格した人口規模の小さい広域地方自治体は厳しい状況にある。しかし
ながら、お役所体質といわれるように、多くの地方自治体では事なかれ主義や前例踏襲主義などに
より革新的な試みは容易に出現していない。こうした中で、筆者は愛媛県西予市の市役所本庁で行
われているオフィス改革に参与する機会を得た。ここでのオフィス改革は、単にオフィスのレイア
ウトの変更という環境の変化だけでなく、ワークショップによる意識改革も含まれており、まさに
働き方改革であった。そこで本研究では、西予市でのオフィス改革の前後における職員の意識や行
動の変化について検討することを目的とした。働き方に関連する可能性のある要因はさまざまであ
るが、本研究では、性格傾向を反映した作業嗜好性、業務特性、労働価値観、仕事のやりがいに着
目して検討を行った。その結果、オフィス改革の前後で職員の仕事への意識の量的変化はみられな
かったものの質的変化が示され、仕事への意識が高まる傾向がうかがわれた。本研究は、実験室的
な研究とは異なって現場での実験的研究であり、諸要因を統制することができない中で行われたた
め、明確な結論を示すにはさらにこのような研究の蓄積が求められる。
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スの効果が期待でき、そのことが企業の成長・発
展につながるという発想である。このような発想
は主に企業を対象にした考え方であるが、自治体
であっても人口の減少傾向と高齢化の進展から財
源が減少し続けているため、従来どおりの運営の
仕方では立ち行かなくなる可能性が高く、同様の
課題を内包していると考えられる。特に、平成の
大合併で町村から市となった人口規模の小さい広
域地方自治体は厳しい状況にあり（伊藤, 2014; 総
務省, 2017）、その中でも過疎化の著しい地方の市
は苦戦しているのが現状である。

このような中で、それぞれの市も工夫を凝らし
ながら生き残りをかけてはいる。しかしながら、
多くの市職員は縦割り体制下におかれているた
め、他部署の業務内容でわからないことがあるの
はもちろんのこと、同じ部署ですら他の人の担当
している業務の詳細がわからないということがお
こったり、処理する権限がなかったりということ
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１．はじめに

日本政府は労働人口が継続的に減少している中
で、長時間労働や残業などの悪しき慣習が日本経
済の足を引っ張っており、生産性の低下を招いて
いると考え、働き方改革を打ち出している（働き
方改革実現会議, 2017）。これは、人々が適切な労
働時間で働き、適度に休暇を消化していけば仕事
に対する個々人の意識やモチベーションが高まる
と想定されるため、業務効率の向上といったプラ
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があるため、業務や作業の仕方が固定化されたり、
滞ったりしやすい状況にある。また、企業とは異
なって法律と制度を理由に積極的に新しいことを
試みることを避け、責任をとることを回避したい
が故に失敗を恐れ、どこか他の自治体が行った新
しい試みに追従するといった前例踏襲主義がはび
こっているとされる（宮入, 2013; 澤田, 2009）。
このような制度と風土からすれば、地方自治体か
ら革新的な新しい試みは容易には出現しないであ
ろう。しかし、平成の大合併が行われた背景には、
交付金を十分に準備できないために地方分権化を
推進しようとする国側の意図があることから、従
来の国の監督指示の基で動いていた体制から今後
は地方の自己決定と自己責任を促すものへと移行
しつつあることを示していると考えることができ
るであろう。

こうした中で筆者は、愛媛県西予市で行われて
いるオフィス改革に参与する機会を得た。この改
革は、総務省から当市に出向した大平利幸氏（当
時の企画財務部長）を中心に始められたものであ
る。大平氏の希望もあって、学術研究として扱う
ことが可能となった。

２．西予市の概況とオフィス改革参与の経緯

愛媛県西予市は、平成16年4月1日に明浜町、宇
和町、野村町、城川町、三瓶町の五町が合併して
誕生した。市の範囲は、標高0mのリアス式海岸
のある沿岸部から、標高1,400mの四国カルスト
のある山間部まで広がり、産業の中心は農林漁業
である。合併当時の人口は47,034人であったが、
平成27年には40,548人と人口減少率は13.8％であ
り、高齢化率も39.6%となっている（西予市, 
2015）。これらの状況から、西予市は典型的な過
疎と高齢化の問題を抱える市であることがうかが
える。このような状況下では、将来的に安定した
税収は見込めず、職員数の削減も避けられなくな
るため、現状の市民に対する行政サービスがさら
に低下してしまうことが予想される。こうした危
機的状況下に市が晒されている情報は市職員にも
伝わっていたはずであるが、全体としては他の行
政が行っているような類似の取り組みを取り入れ

る程度で新しい試みをせずに日常業務をこなして
いたと考えられる。

そのような中で、平成26年に総務省からの出向
で大平氏が西予市の企画財務部長として着任し、
現状への危機感から企画財務部のおかれている市
役所の4階で職員の意識改革から始めて徐々に業
務改革に着手していった。その後、オフィス環境
の変革と働き方改革、および職員の意識改革に関
して大平氏から支援の要請があり、平成28年に京
都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科デザイン・
建築学系の仲隆介教授、リノベーションを専門と
する株式会社オープンAの馬場正尊氏、および筆
者との共同で西予市のオフィス改革に協力するこ
ととなった。

３．オフィス改革の方向性

西予市において行われているオフィス改革で大
平氏が進めてきたことは、職員の能力向上や行政
サービスの質の向上および効率化を目指し、企画
財務部（財政課、総合政策課、まちづくり推進課、
総務課の4課から構成）を中心とした働き方改革
であった。具体的には、オフィスのレイアウトの
変更による職員間のコミュニケーション活性化、
慢性的な会議室不足を改善するための打ち合わせ
スペース（ホワイトボードと大型モニター配置）
設置、書類を減らして作業スペースを確保し、電
子決済による効率化のためのペーパーレス化の推
進などであった。また、固定席が書類の山を築く
主要な原因となっていると考え、フリーアドレス
制を試行中であった。われわれがオフィス改革に
加わるにあたり、事前の打ち合わせを繰り返した
結果、基本的にはこれらの方向性を発展的に引き
継ぐ形で進めていくことになり、新しいオフィス
のデザインと設計を仲研究室と馬場氏が担当し、
職員の意識改革のためのワークショップを仲教授
と筆者が担当した。

４．研究目的

オフィス改革の進め方に関する話し合いから、
オフィスのデザインを単にレイアウトの変更にと
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どまらず、国内外の企業で実施されている先進的
な事例なども参考にしつつより機能的かつ役所の
オフィスとしてはドラスティックに変更を行うこ
とになったため、新しいオフィスのできる前後に
職員を対象とした調査を実施し、効果測定を行う
こととなった。その中で、これらの改革に伴った
企画財務部に所属する市職員の意識と行動の変化
について調査を行った。

当市でのオフィス改革をとおした働き方改革の
試みは現在も継続中であるが、こうした改革を進
めて行く中で、従来とは異なった意識を持つよう
になって仕事への取り組み方を変えていく者と、
ワークショップの実施やオフィス環境の変化があ
るにもかかわらず、なかなか働き方を変えようと
しない者がいると考えられる。このような違いは
個人の性格傾向を反映した作業嗜好性によるの
か、業務特性によるのか、仕事に対する価値観に
よるのかなどさまざまな要因が可能性として考え
られる。そこで本研究では、これらの要因を踏ま
えつつオフィス環境の変化とワークショップによ
る意識改革を一体と捉えてオフィス改革とし、そ
の前後を比較して当該市職員の中で何がどう変化
するのか、あるいはしないのかについて検討を行
うこととした。

なお、本事例は現場での効果を高めることを優
先事項として行われたオフィス改革であるため、
研究計画としては厳密さを欠くところがあること
は否めない。しかしながら、実際の事例において
得られたデータは貴重であるため、そこから読み
取ることのできる知見を報告することとする。

５．研究方法

調査時期　オフィス改革前の調査は、2016年5月
25日～6月2日に実施された。また、オフィス改革
後の調査は、2017年2月23日～3月3日に実施され
た。いずれも、市職員の業務の都合などを考慮し
た上で期間が設定された。なお、新しいオフィス
は2016年11月末にできあがった。

調査対象者　オフィス改革前では、西予市役所本
庁の4階で仕事をしている企画財務部所属の市職

員 45 名 の う ち 30 名 が web ア ン ケ ー ト
（SurveyMonkey使用）に参加した。また、オフィ
ス改革後では、同フロアの職員のうち40名が同型
式のアンケートに参加した。このうち、オフィス
改革の前後両方の調査に参加した者は26名（平均
年齢と標準偏差は41.6±7.8歳）であったため、人
数は少ないがこの26名分のデータについて検討を
行うこととした。

調査内容　心理的側面だけでなく環境行動に関す
る質問も行う必要があったことから回答者の負荷
を考慮した結果、仕事をする目的を尋ねるための
労 働 価 値 観 測 定 尺 度 の 短 縮 版（ 江 口・ 戸 梶, 
2009）、職場内の人間関係、業務特性、性格傾向
を反映した作業嗜好性（仕事は決められたとおり
に行うことを好む－仕事は試行錯誤しながら行う
ことを好む、協力して仕事をすることを好む－単
独で仕事をすることを好む、など）、仕事のやり
がいなどについて項目を設けて調査を実施した。
これら以外に、オフィス環境に関する質問、働き
方の特徴に関する質問、および属性について回答
を依頼した。なお、後半部分に関しては仲研究室
の担当であったため、本論文では前半部分につい
てのみの報告を行う。

調査手続き　まず、オフィス改革の窓口となって
いる市職員の方々と相談した結果、上述したオ
フィス改革を行う前のタイミングの一週間ほどの
期間、および2016年度内での効果測定の必要性か
ら上述した年度末の一週間ほどの期間を設定し、
web調査を行えるよう準備をした。調査項目に関
しては、市職員の方々とも質問の分量などを相談
しつつ、主に心理面を筆者が担当し、環境面を仲
研究室が担当して作成した。調査項目が決まった
後、仲研究室でSurveyMonkeyを利用して画面の
設計を行い、項目内容や全体の動作などを確認し
た上で設定した各日程でオフィス改革の前後にお
けるweb調査を実施した。

ワークショップの概要　職員へのワークショップ
は、オフィス改革前後に渡ってそれぞれ複数回実
施された。参加者は勤務の都合で変わるため、同
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じ内容を複数回行うこともあった。実施内容は、
地方自治体存続に関する危機意識の醸成、オフィ
ス改革の先進事例とその効果の紹介、課を越えた
チームワークづくり、課ごとの課題とその解決方
法の模索および課を越えた共有、望ましい働き方・
新しい働き方の模索、新しいオフィスの活用法、
新旧オフィスの相違と長所および短所、新しいオ
フィスでの働き方などについて、仲教授と筆者が
ファシリテーターを務めながら進めた。また、勤
務の都合や当人の希望などによって参加回数が異
なってしまうため、行ったワークショップの結果
を参加者以外の職員にもフィードバックできるよ
う配慮した。

６．結果および考察

オフィスの変化について　当初は、いわゆる一般
的な事務所のように、課ごとに机が「島」状に整
然と並べられた配置のオフィスであった。それが
大平氏を中心とした改革によってFig.1のように
変化した。その主要なコンセプトは、課を越えた
コミュニケーションの促進であった。キャビネッ
トを片側（窓側）に集約してしまい、広くなった
オフィスで机の並びを放射状に配置し、打ち合わ
せスペースをフロアの中に設けて人の集散を楽に
したものであった。その後、オフィス改革を進め

ていく中で馬場氏の経験・実践と仲研究室による
行動観察の結果を踏まえたアイデア出しの結果、
Fig.2のようなレイアウトになった。図の上部が

窓側、下部が廊下側となっている。窓側の細長い
スペースは個人作業を集中して行うスペースであ
り、その下に配置された机群はどこに着席して作
業を行ってもよく、他課の人とのコミュニケー
ションも行いやすくなっている。その下の廊下側
は、市民・業者などの対応や他のフロアの職員と
の打ち合わせに利用できるスペースである。丸
テーブルと散在している机のところは主に打ち合
わせに使用するスペースであり、他に聞かれたく
ないような内容の場合には図の上部にある周囲の
囲まれたスペースを利用するようになっている。
そして、右上の部分はカフェのような作りになっ
ており、コーヒーやお茶を飲みながら休憩や
ちょっとした相談などができるスペースとなって
いる。
　このように、一般的なお役所のオフィスとは
まったく異なった環境で4階の職員は仕事をする
ようになり、当初は戸惑っていたようであるが、
徐々にいろいろなスペースを活用するようになっ
ていった。しかしながら、積極的に新しいスペー
スを活用する者もいれば、固定席でなくても同じ
席に座りがちな者もいた。そこで、職員の内面に
ついて検討を行った。

労働価値観および仕事のやりがいについて　労働
価値観とは、「個々人が職業生活の目的として重
要であると考える要因」と定義されている（江口・
戸梶, 2009）。労働価値観測定尺度の短縮版には

「達成感」「同僚への貢献」「社会的評価」「社会へ
の貢献」「所属組織への貢献」「経済的報酬」「自
己の成長」の7つの下位尺度（1：まったく重要で

Fig.1　オフィス改革前のレイアウト（上部のみ）

Fig.2　オフィス改革後のレイアウト（上部のみ）
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ない～6：非常に重要である、の6件法で各3項目
の計21項目）があるが、調査を行った2時点（オフィ
ス環境の変化の前後）におけるそれぞれの平均値
と標準偏差をTab.1に示す。尺度間にはバラツキ
はあるものの価値観という頑健なものであること
から、t検定を行った結果、オフィス改革の前後
で各価値観の量的な違いのみられたものはなかっ
た。

　次に、労働価値観の各下位尺度と仕事のやりが
いとの相関係数を算出した。その結果をTab.2と
Tab.3に示す。Tab.2より、オフィス改革前では、
労働価値観の下位尺度のうち、「達成感」「同僚へ
の貢献」「社会的評価」「所属組織への貢献」など
において仕事のやりがいとの間に正の有意な相関
関係が認められた。一方、オフィス改革後（Tab.3
参照）では、「達成感」「同僚への貢献」「所属組
織への貢献」「自己の成長」において仕事のやり
がいとの間に正の有意な相関関係が認められた。
オフィス改革の前後における明確な違いとして
は、オフィス改革前に認められた「社会的評価」
と仕事のやりがいとの正の相関関係が有意ではな
くなったこと、およびオフィス改革後では「自己

の成長」と仕事のやりがいとの間に正の相関関係
が認められるようになったことであった。さらに、
オフィス改革前には無相関であったが、オフィス
改革後には「社会への貢献」と仕事のやりがいと
の間に正の有意に近い相関関係が認められた。こ

れらの結果を解釈するため、仕事のやりがいにつ
いてもオフィス改革の前後で変化が認められたか

Tab.1　労働価値観における各下位尺度得点の
平均値と標準偏差

Tab.2　労働価値観の下位尺度とやりがいとの
相関係数（改革前）

Tab.3　労働価値観の下位尺度とやりがいとの
相関係数（改革後）
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どうかについてt検定を行った。その結果、オフィ
ス改革前（1～4の4件法で平均値と標準偏差は3.04
±0.528）とオフィス改革後（同じ基準で平均値
と標準偏差は3.00±0.566）では有意差はなく、量
的な変化は認められなかった。このことも踏まえ
て考えると、先の結果は労働価値観と仕事のやり
がいとの関係性に変化が生じたと解釈できる。労
働価値観における「社会的評価」とは、他者から
注目や尊敬されたいという願望にかかわる価値観
である。大都市圏に比べて地方で辺境になるほど、
給与が民間企業において低くなり、公務員との関
係が逆転する傾向がある。このような観点から考
えると、オフィス改革前には世間的に一目置かれ
ることを仕事のやりがいとする傾向であったの
が、職員の意識の変化によってそのような願望と
仕事のやりがいとの関連性がなくなったと推察さ
れる。また、オフィス改革前には仕事のやりがい
とは結びついていなかった労働価値観の「自己の
成長」がオフィス改革後には関連するように変化
したことが示されたが、これは人間としての成長
や自己の能力開発にかかわる価値観であることか
ら、職員の仕事に対する意識の高まりを示す結果
だと解釈できるであろう。さらに「社会への貢献」
は文字どおり社会や人々のために働くことへの価
値観であることから、公務員としての本来あるべ
き意識が高まったと考えられる。
　また、課ごとの労働価値観および仕事のやりが
いに関して、時期（オフィス改革前・後）×課（財
政課、総合政策課、まちづくり推進課、総務課）
の二要因分散分析を人数が少ないため参考情報と
して実施したが、いずれも有意差は認められな
かった。さらに、人数の少なさを補って傾向をみ
るため、これらの要因を分割してオフィス改革前
とオフィス改革後に分けて課による一要因分散分
析を実施したところ、オフィス改革前における「同
僚への貢献」の得点において有意差が認められ
(F(3,22)=3.795, p<.05)、多重比較(Tukey法)の結果
からまちづくり推進課が総務課よりも有意に高い
ことが示された。しかしながら、オフィス改革後
には有意差は認められなかった。このことから、
オフィス改革によって総務課の職員の「同僚への
貢献」への意識が他課と同程度になったと考えら

れる（ただし、オフィス改革の前後を比較したt
検定では有意差はなかった）。
　一方、業務特性と仕事のやりがいについて相関
分析をしたところ、成果のわかりやすい業務とオ
フィス改革前の仕事のやりがいとの間には有意な
正の相関関係が認められたが(r=.536, p<.01)、オ
フィス改革後では相関関係が認められなくなって
いた(r=.166, n.s.)。この結果からも、職員の意識
の変化がうかがわれる。すなわち、一般的に仕事
においては成果のわかりやすい業務の方が達成感
を感じやすいためモチベーションを高めるとされ
ており、オフィス改革前はそれと同じ状態であっ
たと考えられる。ところが、オフィス改革後では、
成果のわかりやすさは仕事のやりがいとは関連性
がなくなっていたため、成果のわかりやすさがモ
チベーションの要件ではなくなったと考えられる。

性格傾向を反映した作業嗜好性および人間関係と
仕事のやりがいとの関連性　個人の性格傾向を反
映した作業嗜好性と仕事のやりがいに関して相関
分析を行った。しかし、特に関連性は認められな
かった。また、職場における職務遂行上での人間
関係と仕事のやりがいに関しても相関分析を行っ
たが、こちらもすべてにおいて有意な関係性は認
められなかった。
　性格傾向を反映した作業嗜好性や職場での人間
関係は、既に形成されているものであるためオ
フィス改革によって簡単には大きく変化するもの
ではないであろう。そのため、これらの変数と仕
事のやりがいとの関連性は認められなかったと考
えられる。ただし、今後の展開によっては、新し
いオフィス環境において課を越えたつながりが強
まっていく可能性もある。そのため、人間関係の
広がりやつながりの強さなどに関しても今後は調
査していく必要があるだろう。
　次に、性格傾向を反映した作業嗜好性の平均値
と標準偏差を Tab.4 に示す。6 件法で尋ねたため、
3.5 が中間点となり、それよりも小さければ左寄
り傾向、大きければ右寄り傾向となる。平均値を
見る限りにおいて、全体的にはオフィス改革の前
後で大きな変化は認められなかったと考えられ
る。そこで課によっても作業嗜好性に関して違い
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や変化がなかったのかについて、時期（オフィス
改革前・後）×課（財政課、総合政策課、まちづ
くり推進課、総務課）の二要因分散分析を人数が
少ないため参考情報として実施したが、いずれも
有意差は認められなかった。さらに、人数の少な
さを補って傾向をみるため、これらの要因を分割
してオフィス改革前とオフィス改革後に分けて課
による一要因分散分析を実施したが、いくつか有
意傾向はみられたが有意差は認められなかった。
これらの結果から、作業嗜好性や人間関係といっ
た事項への影響については、本調査を実施した時
点では認められなかったと考えられる。

７．まとめと今後の課題

　本研究は、愛媛県西予市の市役所本庁の 4階に
おいて行われているオフィス改革を事例として取
り上げ、オフィスのレイアウトの変化とワーク
ショップによる意識改革とを合わせた働き方改革
の効果について検討を行った。結果として、仕事
に対するやりがいにおいて構造的な変化が表れ、
働き方への意識が高まる傾向がうかがわれた。実
際に職場環境は元の状態には戻れぬほど大きく変
化したため、それに合わせた働き方が今後に向け
てさらに展開していくことが期待される。今回の
調査ではオフィスのレイアウトの変化から数ヶ月
しか経過していなかったこともあったためか、量
的な効果が反映されるほどの変化は認められな
かったが、他の自治体からの視察数が増加するな
ど、市民以外の他者の目にも触れる機会が増えて

いることから、職員の意識の高まりはさらに進む
と考えられる。
　さまざまな要因が同時並行して変化し、また
ワークショップ自体も方向性は決まっていたが予
め詳細を決めていたのではなく、職員の反応や変
化に対応して内容を考えていった面もあるため、
効果測定に関しては効果があったとしても何がそ
の要因となったのかを厳密に抽出することは難し
い。さらに、市役所の全職員ではなく 4階という
一フロアでの改革であり、改革の前後のデータが
揃った人数も少なかったことから、詳細に考察す
るには多くの制約ができてしまった。しかしなが
ら、こうしたアプローチによる知見を蓄積してい
くことで、オフィス改革から働き方改革へと進め
ていくノウハウが徐々にではあるが見えてくるよ
うになると考えられる。働き方改革を学術的に解
き明かしていくとすれば、このような試みをさら
に続けていくことが必要になるであろう。いずれ
にしても、このような試みは学際的なアプローチ
が必要となると考えられることから、関連諸領域
での連携を強めていくためにも、議論を活発にす
るために言葉や概念の共有化が必要になると考え
られる。今後もこのような事例研究が多数出てく
ることを期待する。
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